
埼玉県と県内全市町村からのお知らせ

税金の滞納は、期限内に納税している方との公平を欠くものです。

埼玉県・市町村では、集中的に滞納者への催告や財産の差押えなどを行います。

特別な事情があって納税できない場合は、ご相談ください。

埼玉県・市町村
個人住民税税収確保対策協議会

「彩の国」さいたま

埼玉県・市町村

埼玉県のマスコット さいたまっち

滞納整理強化期間
令和５年１０月～令和５年１２月


